
（平成２１年３月11日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



栃木国民年金 事案 535 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 60年４月から 62年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 41 年３月まで 

             ② 昭和 60年４月から 62年３月まで 

国民年金保険料納付記録について照会申出書を提出したところ、昭和 39

年 10月から 41年３月までの期間及び 60年４月から 62年３月までの期間に

ついて、納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

申立期間①については、市の職員にさかのぼって納められると言われ、数

回に分けて集金人に納めており、申立期間②については、納付組織の集金人

に毎月保険料を納付していたはずなので、申立期間が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、｢毎月納付組織で納付していた。｣と主張

しているとおり、当時、町内には納付組織が存在し国民年金保険料を取り扱っ

ていたことが確認でき、しかも、申立人は、申立期間当時の集金人の氏名を明

確に覚えていることなど、申立内容は信憑
ぴょう

また、申立期間前後について納付済みであり、申立期間②が未納とされてい

るのは不自然である。 

性が高いと考えられる。 

一方、申立期間①については、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保

険料納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 42年 12月時点で

は、申立期間①の大半が時効により納付できない期間である。 

さらに、申立人は 42 年４月 1 日発行の国民年金手帳を所持しており、それ



以前に発行された手帳は無いと主張していることから、別の国民年金手帳記号

番号によって申立期間①の保険料を納付していたと推認することは困難であ

る。 

加えて、申立期間①については、市の被保険者名簿納付記録から｢時効消滅｣

及び｢不要｣の記載があることも確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和60年４月から62年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



栃木国民年金 事案 536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 49年３月まで 

結婚前からずっと母が免除の手続や保険料納付をしていたし、結婚後は妻

が夫婦の保険料を納付していた。申立期間について妻が納付済みになってい

るのに、私のみ申請免除となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母が免除の手続や保険料の納付をしてくれた。」と主張している

ところ、市町村の国民年金被保険者名簿及び社会保険事務所の被保険者台帳の

記録によると、申立人は、国民年金に加入後の 10 年間のうち申立期間を含む

９年間について免除の申請をしており、そのうち６年間については保険料を追

納している。また、申立人の母も申立人が免除を申請していた期間について免

除の申請をしており、申立期間を含め、そのほとんどの期間について保険料を

追納していることから、申立内容は信頼できる。 

さらに、申立人の妻は、申立期間について保険料納付済みであるほか、社会

保険庁の記録によると、昭和 49 年４月以降は夫婦一緒に原則納付期限内に保

険料を納付していたことが推察できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



栃木国民年金 事案 537 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50年４月から同年 12月までの国民年金保険料及び付加保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から同年 12月まで 

    納付記録の照会を申し出たところ、申立期間について、納付記録が確認で

きないとの回答を受けた。国民年金に任意加入し、その後付加年金にも加

入した。申立期間の前後は国民年金保険料及び付加保険料を納付している

のに、申立期間のみ未納とすることは考えられず納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、申立期間前後に隣接する各月において国民年

金保険料及び付加年金保険料を納付していることから、申立期間である９か月

分の保険料のみを未納とすることは不自然と考えられる。 

また、申立人は将来に備えて家計状況等を熟慮の上、国民年金に任意加入し、

相当期間に渡り付加保険料も納付していることから国民年金保険料の納付意

識は高かったことが推認でき、申立人の「申立期間のような間が抜けている納

付の仕方をするはずがない。」という主張には信憑性
しんぴょうせい

さらに、申立人の国民年金加入期間において申立期間を除き未納は無く、加

えて、国民年金保険料及び付加年金保険料は、仕事柄外回りの機会が多い申立

人の夫が納付書にて直接役場や金融機関に納めていたという主張も具体的で

あり不自然さは無い。 

がある。 

   その他の事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料

及び付加保険料を納付していたものと認められる。 

 



栃木厚生年金 事案 250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額４万 6,000 円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を４万 6,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保有していた給与明細書及びＡ社が保有していた賞与支給控除一

覧表から、申立人は、平成 17 年７月 20 日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、４万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額 22万 8,000円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 22万 8,000円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、22万 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額 11万 9,000円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 11万 9,000円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、11万 9,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額７万円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準賞与額に係る記録を７万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、７万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額７万 4,000 円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を７万 4,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、7万 4,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額７万 1,000 円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を７万 1,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料をを事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、7万 1,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額５万円に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準賞与額に係る記録を５万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、５万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額３万 9,000 円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を３万 9,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



栃木厚生年金 事案 258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額３万 4,000 円に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を３万 4,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

    平成17年７月20日に支給された賞与から厚生年金保険料を控除されたが、

標準賞与額の記録が無い。 

勤務先のＡ社が、社会保険事務所へ賞与支払届を提出していないことが分

かったので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保有していた賞与支給控除一覧表から、申立人は、平成 17年７月 20

日に、Ａ社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与支給控除一覧表における厚生

年金保険料控除額から、３万 4,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、保険料

も納付していないとしていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



栃木厚生年金 事案 259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和61年８月から63年５月までの期間について、

その主張する標準報酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年６月 16日から 63 年６月 15日まで 

    Ａ社に勤務していた期間について、標準報酬月額の記録が実際の報酬額よ

り低いことがわかった。保険料控除額が確認できる給与明細書があるので、

適正な金額に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 61年８月から 63年５月までの期間について、申立人か

ら提出のあった給与明細書により、申立人がその主張する標準報酬月額（24

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが

認められる。  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う

標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、昭和 61 年

８月から 63年５月までの 22か月間にわたり一致していないことから、事業主

は、給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。  

一方、申立期間のうち昭和 61 年６月及び７月については、給与明細書、源

泉徴収票等の資料が無いことなどから、申立人がその主張する標準報酬月額に

基づく保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



栃木厚生年金 事案 260 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 39年２月 10日から 41年１月 25日までの

期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における、資格取得日に係る記録を昭和

39年２月 10日に、資格喪失日に係る記録を 41年１月 25日に訂正し、昭和 39

年２月から同年９月までの標準報酬月額を１万 6,000 円、同年 10 月から 40

年５月までの標準報酬月額を 1万 8,000円、同年６月から同年９月までの標準

報酬月額を２万 2,000円、同年 10月から同年 12月までの標準報酬月額を２万

4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年２月５日から 43年７月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間の、厚生年金保険被保険者記録が無い。正社員と

して勤務しており、厚生年金保険料も支払っていた記憶があるので、申立期

間において被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び同僚の証言等から、申立人が、申立期間のうち昭和 39

年２月 10 日から 41 年１月 25 日までの期間について、Ａ社に勤務していたこ

とが認められる。 

また、申立人が当時の同僚として名前を挙げた８人のすべてについて、申立

てに係る事業所における厚生年金保険の被保険者記録が確認できるとともに、

事業所はすでに全喪しているが、当時の事業主の親族から、「当時はパートと

いう勤務形態は無く、すべて正社員であり、正社員は必ず社会保険に加入させ

ていた。」との証言を得ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和 39 年２月か

ら 40年 12月までの期間に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から控除



されていたことが認められる。 

 また、申立期間のうち、昭和 39年２月 10 日から 41年１月 25日までの期間

の標準報酬月額については、同時期に勤務していた同僚の記録から、昭和 39

年２月から同年９月までは１万 6,000 円、同年 10 月から 40 年５月までは 1

万 8,000 円、同年６月から同年９月までは２万 2,000 円、同年 10 月から同年

12月までを２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所はすでに全喪しており、当時の事業主も死亡しているため、これを確認

することはできないが、申立期間の被保険者原票の整理番号に欠番が見当たら

ないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられ

ない。仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後被保険者標準報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出

する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当

該届出を記録しておらず、これは通常の事務処理では考え難いことから、事業

主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年２月から 40 年 12 月までの

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 41年１月 25日から 43年７月１日までの期間

については、雇用保険の記録が確認できず、ほかに関連資料及び周辺事情も無

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



栃木国民年金 事案 538 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月から 44年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料納付記録について照会したところ、「当該期

間の国民年金保険料は厚生年金保険加入のため、還付済み。」との回答を

もらった。還付を受けた記憶は無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間の国民年金保険料に係る還付金を受け取っていな

い。」と主張しているが、申立期間は厚生年金保険に加入している期間であ

り、重複して国民年金保険料を納付していたことが確認できることから、申

立期間の国民年金保険料が還付されていることについて不自然さは見られな

い。 

また、社会保険事務所の特殊台帳の備考欄に、「還付 昭和 43 年 10 月か

ら 44年３月まで 1,350円 44 年 10 月 14日」と記載されている上、国民年金

保険料還付整理簿には、還付対象期間、還付金額、還付決定日及び還付支払

日が記載されており、この記載内容に不合理な点は見当たらない。 

さらに、市役所が保有する申立人の国民年金被保険者名簿には、申立期間

の保険料について、還付処理されたことが記載されており、この記載内容に

不合理な点は無く、ほかに申立人に対し保険料が還付されたことを疑わせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

 



栃木国民年金 事案 539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年６月の国民年金保険料については、還付されていないも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年６月 

    申立期間の国民年金保険料納付記録について照会したところ、昭和 52 年

６月の国民年金保険料は納付の事実は確認できるが、同月は厚生年金保険

加入のため、保険料は還付されているとの回答をもらった。還付金を受け

た記憶は無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が昭和 52 年６月の厚生年金保険加入期間について、重複して国民年

金保険料を納付していたことが確認できることから、申立期間の国民年金保

険料が還付されていることに不自然さは見られない。 

また、社会保険庁が保有する申立人の特殊台帳の備考欄には、「還付決定 

決定 52.12.1  期間 52.6   金額 2,200 円」と記載されており、この記載内

容に不合理な点はなく、社会保険事務所において還付に関する一連の事務処

理が行なわれたことがうかがえる。 

   さらに、申立人から聴取しても、国民年金保険料の還付がなされていない

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



栃木国民年金 事案 540 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年４月から８年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月から８年２月まで 

    国民年金保険料の納付記録について照会したところ、平成６年４月から

８年２月までの納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。役場に

出向き高齢任意加入の詳しい説明を聞き、平成６年４月に加入手続を行な

い、役場内の銀行に納付し、その後、毎月納入を継続していたので、申立

期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、平成６年４月に高齢任意加入の手続を行ない、保険料を納付し

ていたと申し立てているが、申立人が所有している年金手帳、市町村の国民

年金被保険者名簿及び社会保険庁のオンライン記録ともに、平成８年３月に

高齢任意加入をしていることが確認できることから、申立人の申立内容と相

違する。 

   また、申立人は、平成６年４月から８年２月までの申立期間を役場内の金

融機関で納付していたと主張しているが、約２年間という長期に及んでおり、

行政側の瑕疵
か し

   さらに、高齢任意加入においてはさかのぼって保険料を納付することはで

きないことから、申立期間を納付していた可能性はうかがえない。 

により申立期間の国民年金記録が不明になったとも考え難く、

保険料を納付した形跡も見当たらない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



栃木国民年金 事案 541 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 45 年８月から 46 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

                       ② 昭和 45年８月から 46年３月まで 

    申立期間①当時、個人会社を経営しており、従業員の経理担当者に国民

年金加入手続及び保険料納付をさせていた。当時、経済の成長期であり経

済的な面で納められない時期ではなかったので、申立期間が未納とされて

いるのは納得できない。 

    申立期間②については、妻が厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行ったものの、国民年金保険料は自分で納付しており、未納とされている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、しかも、申立人自身

は国民年金の手続に全く関与していなかったため、国民年金の加入状況及び

納付状況が不明である。 

また、申立人は、「自分が経営していた会社の従業員に国民年金の加入手

続及び保険料納付をさせていた。」と主張しているとおり、申立人の国民年

金手帳記号番号は昭和 37 年 10 月 10 日に払い出されているが、この時点で申

立期間は過年度納付期間であり、元従業員からも、同期間について納付した

との回答を得ることはできなかった。 

さらに、申立期間②について、申立人の厚生年金保険から国民年金加入の

切替手続を行ったとするその妻も、昭和 45 年８月から国民年金強制加入者と

なるが、国民年金未加入である。 



加えて、通常、国民年金手帳は１冊の綴りとなっているが、申立人から提

出のあった国民年金手帳の写しは、昭和 47 年度国民年金印紙検認記録１枚だ

けであり不自然である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



栃木国民年金 事案 542 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 43年７月までの期間の国民年金保険料につい 

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 43年７月まで 

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、昭和 36 年４月から 43年 

７月までの期間の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

結婚記念に友人に勧められ加入し、支払いについては、店が忙しかった

ので母親に依頼し納付していたはずなので、未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、国民年金への加入手続及び保険料納付

については、申立人の夫と母親が行っていたとしており、申立人自身は直接

関与していないことから、国民年金の加入手続及び納付状況が不明であり、

かつ、申立人に代わり申立人の国民年金保険料納付を行ったとする母親は既

に死亡しており、当時の状況を確認できない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 43 年８月 19 日に払い出され

ており、この時点では、申立期間の大半は時効により納付できない期間であ

り、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれら収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



栃木国民年金 事案 543 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 38 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月から 38年７月まで 

    国民年金保険料の納付記録を確認したところ、昭和 36年７月から 38年

７月までの期間の納付事実が確認できなかったとの回答をもらった。 

    私は、時期は忘れてしまったが、市役所から特例納付により国民年金保

険料の滞納分の納付が可能との通知を受け取り、市役所で納付書の再交付

を受け金融機関に保険料を納付した。未納は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、特例納付を行ったとするその時期、金

額を覚えていないことから、申立期間の保険料納付状況が不明である。 

   また、申立人は、市役所から特例納付の通知を受け、市役所で特例納付の

納付書を作成してもらったと述べているが、市役所によれば、個別に特例納

付の通知をしたことはないとしている上、特例納付の納付書の作成もしてい

なかったとの回答を得ていることから、申立人のみに通知がなされた可能性

は低いと思われる。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料の納付は常に夫婦二人分を納付してい

たとしていること及びその妻の納付記録には昭和 48 年度に一部過年度納付と

思われる記録があることから、申立人に、市役所から集合徴収の通知がなさ

れ、申立人は、この通知を特例納付の通知と思料している可能性がある。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

栃木国民年金 事案 544 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間及び 43 年７月から 44 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 43年３月まで 

             ② 昭和 43年７月から 44年３月まで 

２年近くもの間、国民年金保険料を未納にしていた記憶は無いし、納付

するよう催告があれば、必ず納付したと思うので、申立期間について未納

となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から聴取しても、納付時期及び納

付場所が明確でないことから、保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、２年近くもの間、国民年金保険料を未納にしていた記憶

は無いとしているが、社会保険事務所の被保険者台帳によると、昭和 45 年４

月から 47 年３月までの２年間について保険料を未納としていたところ、その

うち１年９か月分について 47 年９月にまとめて過年度納付しており、申立期

間以外にも長期間未納にしていた時期があったことが確認できる。 

さらに、申立期間については社会保険事務所から納付勧奨の通知が届いた

と考えられるものの、市町村の国民年金被保険者名簿によると、昭和 43 年 12

月に住所変更届及び氏名変更届が受理されており、少なくとも申立期間①に

ついての納付勧奨は変更前の住所宛に届いたと考えられ、申立人が納付する

ことはできなかった可能性がある。 

加えて、申立期間について同居家族が一緒に納付した事情もうかがえない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 261 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月１日から 61年８月 31日まで 

    私は、申立期間について同僚の紹介で、Ａ社に勤務しており、当時の写

真からもそのことが確認できるので、申立期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の厚生年金

保険料が控除されていたことを確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社の昭和 60 年６月 14 日に実施された社員旅行で撮影

されたと認められる記念写真に写っていることから、同事業所に勤務してい

たことは認められるが、申立人が勤務する約１年前から同事業所に勤務して

いたと推認される同僚は、同年 12 月１日に被保険者資格を取得しているこ

とが確認できるなど、同事業所では、入社後、一定期間を経て、社員を社会

保険に加入させていた可能性が考えられる。 

さらに、雇用保険の加入記録について確認しても、申立期間について被保

険者であった記録は確認できなかった。 

 加えて、申立期間について、社会保険事務所が保管している被保険者名簿

を調査したところ、申立期間における健康保険証の整理番号に欠落は無く、

申立人の氏名を確認することはできない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

栃木厚生年金 事案 262 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月１日から平成 18 年５月 31 日まで 

 昭和 61 年４月から、Ａ社に経営者として入社して厚生年金保険に加

入していたが、当時の報酬額に比べて、標準報酬月額が低いのは納得が

いかない。給与明細書等は無いが、入社時より 40 万から 50 万円は支給

されていたはずである。再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明

細書等の関連資料は無い。 

また、申立人は、Ａ社に入社時から経営者であったと主張しているが、

雇用保険の被保険者記録が昭和 61 年４月１日から平成元年 11 月１日まで

確認できるほか、同事業所の商業登記簿謄本によると、申立人が取締役に

就任したのが同年 11 月１日と記載されていることから、入社時から経営

者であったとする申立人の主張は不自然である上、同社の創業者（故人）

の妻は、創業時から会社の事務を担当しており、「申立人が、仮に入社時

から申立てどおりの報酬額を受け取っていたとすれば、当時、社長であっ

た夫の報酬額よりも高額となるためあり得ない。また、申立人を会社の後

継者とした平成元年から、申立人の報酬額を上げた。」と証言している。 

さらに、創業者の妻が所持していた従業員名簿における申立人の欄には、

「工場長 30 万」との記載が確認できる上、社会保険庁の記録とも一致

している。 

加えて、平成２年２月１日以降の標準報酬月額に関しては、当時の上限

であるため、仮に報酬額が上限以上であっても、これ以上の標準報酬月額

になることは無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



                      

  

断すると、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 263 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 31年９月から 32年８月まで 

    社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務した期間が厚生年金保険に未加

入とされているが、給与から厚生年金保険料が控除されていたはずなので、

当該期間について被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確

認できる給与明細書、源泉徴収票などの資料は無く、申立人も保険料控除に

関する具体的な記憶が無い。 

また、事業所は現存しているものの、当時の事務担当者が他界しており、

申立人の厚生年金保険料が給与から控除されていた事実を確認することがで

きない上、申立人は、当該事業所における上司、同僚等に関する記憶が不明

瞭
りょう

さらに、社会保険事務所が保有するＡ社に係る被保険者名簿を調査したと

ころ、昭和 31 年９月１日から同年 10 月１日までの期間に被保険者資格を取

得した者は欠番無く並んでおり、そこに申立人の氏名の記載は無い。 

で、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の控除について

証言を得ることができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 264 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険 

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年５月１日から 32年７月１日まで 

             ② 昭和 32年７月１日から 33年９月１日まで 

             ③ 昭和 34年５月１日から 39年７月１日まで   

私の年金記録について、厚生年金保険の期間照会をしたところ、①Ａ事

業所、②Ｂ事業所及び③Ｃ事業所に勤務していた期間の加入記録が見つか

らないとの回答を得たが、当時厚生年金保険に加入していたはずなので再

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ事業所は、Ｄ事業所が昭和 31 年４月 30 日に厚生

年金保険の適用事業所を全喪後、一時、称していた会社名であるところ、申

立人は、この事実等を詳細に記憶していることから、申立ての事業所に勤務

していたことを推認することができるものの、当該事業所名では厚生年金保

険の適用事業所としての記録が確認できず、申立人が申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたとは考え難い。 

また、社会保険庁の記録によると、Ｄ事業所は適用事業所を昭和 31 年４月

30日全喪後、33年７月１日に再度、適用事業所となったことも確認できる。 

さらに、事業主の親族は、申立当時の賃金台帳及び関係資料は残っていな

いとしている。 

申立期間②について、事業所所在地、業務内容を詳細に記憶していること

から、申立ての事業所に勤務していたことを推認することができる。 

しかしながら、申立ての事業所であるＢ事業所は、申立期間当初において

は個人事業所であり、昭和 32 年９月 18 日にＥ事業所として会社設立し、同

年 11 月１日に新規適用事業所となっていることから、申立期間②のうち同年



                      

  

７月１日から同年 10月 30日までは厚生年金保険の未適用事業所であった。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人は申立期間以降の昭和 33 年９月

７日付けでＥ事業所における厚生年金保険の被保険者となっているが、申立

期間②のうち 32 年 11 月１日から 33 年９月１日までの期間における整理番号

に欠番は無く、申立人に対し他の整理番号が付番されたことをうかがわせる

事情も見当たらないことから、当該事業所は 33 年９月７日付けで申立人の厚

生年金保険の資格取得の届出を行ったことを推認することができる。 

申立期間③について、事業所所在地、業務内容を詳細に記憶していること

から、申立ての事業所に勤務していたことを推認することができるものの、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 45 年 10 月１日

であり、申立期間は未適用事業所であったことから、申立人が厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたとは考え難い。 

また、当該事業所は現存しているものの、申立当時の賃金台帳及び関係資

料は残っていないとしている。 

 さらに、申立人はすべての申立期間において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていた事実を確認できる給与明細書や源泉徴収票等の

資料は無い。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判 

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


